
【２０２３年 １２月号】 発行 ： 滝川地方消費者センター / 滝川市くらし支援課 

は～いこちら 

滝川地方消費者センターです

「キャッシュレス決済」とは、紙幣や硬貨などの現金を使わずにお金を払うことで、主にデジタ

ル化されたデータでお金のやり取りを行います。自分の生活スタイルや使用可能な環境なのかを

考えて上手に利用しましょう。 

 

 

 

 

        クレジットカード           電子マネー/プリペイドカード                 デビットカード 

 

 

 

 

 

 

割引クーポンやポイント、キャッシュバックなどが受けられることから、「スマホ決済」 の利用が

増加しています。スマホを使った決済方法には、専用アプリでバーコードや二次元コードを読み取ることに

より、支払うことができるコード決済と、スマホを読取機にかざして支払うタッチ決済があります。 

また、毎月の通信料と一緒に、代金を支払うことができる、キャリア決済という仕組みを利用することもで

きます。 

 

 

 
 

 

★ スマホ決済は、スマートフォンの充電がなくなると使用できなくなるため注意が必要です。 

★ 決済はスマホの画面がロックされた状態でも使用可能です。スマホを紛失した場合、他人に利

用される可能性が高いというリスクがあります。 

 

滝川地方消費者センター 

〒073-8686滝川市大町 1丁目２番１５号（滝川市役所 3階） 

電話：０１２５－２３－４７７８ FAX：０１２５－２４－０１５４ 

受付時間：月曜日～金曜日 9時～16時（祝祭日除く） 

電子マネーやスマホ決済は誰もが簡単に利

用できて便利ですが、悪用される等の被害

も増えており注意が必要です。キャッシュレ

ス決済利用に不安な方は無理に利用せず

「現金で支払う」という判断も大切です！！ 

知っておきたい！！ キャッシュレス決済 

 
 

 

 

 

 

 

その場で現金を支払わずに

商品やサービスを受け取る 

ことができ、後で代金が 

請求されます。 

スーパーやコンビニ、交通

機関の利用時、タッチして

お金を支払います。カード

式のほかにスマホ等に専用

のアプリを入れて使えるも

のがあります。 

支払い時に提示すると、予め登

録してある銀行口座から即時に

引き落とされ、代金を支払う 

ことができます。 


